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組む。また、「2.一人ひとりの暮らし」では、医療、教
育、防災、こども等の国民生活に密着した分野のデジタ
ル化を進め、データの連携と活用のための整備に取り組
む。データの標準化やルール整備により、官民や分野を
横断する連携を実現する。そして「3.地域の魅力向上」
では、共通基盤や情報インフラを整備する。若年層の移
住や新規ビジネスの促進に取り組み、地域がデジタル技
術を活用した課題解決と魅力の向上を実現する。政府
は、今後の情勢の変化に応じて必要な施策の追加・見直
しを行い、重点計画を継続的にバージョンアップしてい
く。2022年の年央を目途に次期重点計画の策定を目指し
ている。

デジタル社会の実現に向けた
重点計画における6つの施策
　政府が策定した「デジタル社会の実現に向けた重点計
画」は、グローバルレベルのデジタル社会の実現に向け
て、政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策を明記し、
取り組みを世界に発信・提言する際の羅針盤となるも
の。デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合っ
たサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる
社会を目指している。
　政府は、この目指す社会を実現するため、6つの分野
で施策を展開していく（図）。「1.継続的な成長」、
「2.一人ひとりの暮らし」、「3.地域の魅力向上」、
「4.UX・アクセシビ
リティ」、「5.人材育
成」、「6.国際戦略」
である。注目すべき
は「1.継続的な成長」
で、官民でデジタル技
術とデータを徹底して
活用し、力強く成長す
る社会を実現するた
め、官民がデータをや
りとりできる情報基盤
を構築する。行政手続
のオンライン化や規制
改革の実施などに取り

IT Topics

（図）「目指す社会の姿」を実現するために　以下①～⑥が求められる

出典：「デジタル社会の実現に向けた重点計画（概要）」（デジタル庁）　※：信頼性のある自由なデータ流通
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を目指す資質・能力の明確化・指標化とあわせ、実証事
業において、ユースケース（利用者があるシステムを用
いて特定の目的を達するまでの、双方の間のやり取りを
明確に定義したもの）を創出しながら、施策を進めてい
く。
　デジタル副大臣は、この教育データ利活用について、
「家庭環境の差を埋め、同時に、基本的に申請主義の行
政サービスをプッシュ型に変えたい」と考えている。

教育データの利活用に向けた
ロードマップ
　デジタル庁では経済産業省、文部科学省、総務省とと
もに教育データの利活用に向けたロードマップを策定
した。教育のデジタル化については、「誰もが、いつで
もどこからでも、誰とでも、自分らしく学べる社会」
をミッションに、そのためのデータの①スコープ（範
囲）、②品質、③組み合わせ、の充実・拡大という3つ
の軸を設定し、これらを実現するために教育データの流
通・蓄積の全体設計
（アーキテクチャ）を
示した。「デジタル社
会の実現に向けた重点
計画」とあわせ、着実
に施策を推進するとと
もに、状況の変化をふ
まえ、柔軟に見直しを
行う予定だ。なお、国
が個人の教育データを
一元的に管理すること
は考えていない。
　ポイントとして、教
育データ利活用の短
期・中期・長期での目
指す姿を記載している
（図）。今後、育成

短期（～2022頃）

・教育現場を対象にした調査や
手続が原則オンライン化

・事務等の原則デジタル化な
ど、校務のデジタル化を進め、
学校の負担を軽減

・インフラ面での阻害要因
（例：ネットワーク環境）の解消

・教育データの基本項目
（例：法令や調査で全国で共通的
に取得されている主体情報）
が標準化

中期（～2025頃）

・学習者が端末を日常的に使う
ようになり、教育データ利活
用のためのログ収集が可能

・内容・活動情報が一定粒度で
標準化され、学校・自治体間で
のデータ連携が実現

・学校・家庭・民間教育間でのそ
れぞれの学習状況を踏まえた
支援が一部実現

長期（～2030頃）

・学習者がPDS※を活用して生
涯にわたり自らのデータを蓄
積・活用できるように

・内容・活動情報の更に深い粒
度での標準化が実現

・支援を必要とするこどもへの
プッシュ型の支援が実現

・真に「個別最適な学び」と「協
働的な学び」が実現

（図）教育データ利活用について短期・中期・長期での目指す姿

出典：「教育データ利活用ロードマップ」（デジタル庁など）を基に作成 　※ PDS：Personal Data Store
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任者・担当者などである。また、経営者が取り組むべき
要件として、①経営戦略上の重要課題として、組織内外
へ知らしめるための「プライバシーガバナンスに係る姿
勢の明文化」、②組織全体のプライバシー問題に対応す
る責任者を指名し、権限と責任の両方を与える「プライ
バシー保護責任者の指名」、③必要十分な経営資源を漸
次投入し、体制の構築等を行う「プライバシーへの取り
組みに対するリソースの投入」の3つを掲げている。企業
は、「プライバシーガバナンスの重要項目」（図）を念
頭に置くことで、社会からの信頼を獲得し、企業価値を
向上させることができるだろう。今後も社会の動向を適
切にふまえながら、本ガイドブックの更新を行っていく
予定だ。

「DX時代における企業のプライバシー
ガバナンスガイドブックver1.2」の変更点
　経済産業省と総務省は「DX時代における企業のプラ
イバシーガバナンスガイドブックver1.2」を策定した。
デジタル化の加速により、パーソナルデータの利活用に
おいて、プライバシーへの配慮はますます重要になって
きており、プライバシーガバナンスの構築は不可欠であ
る。ver1.2では、ver.1.1公表後の企業におけるプライバ
シーガバナンスの実践状況をふまえ、参考となるべき
事例を充実させるための更新を実施。「3.経営者が取り
組むべき三要件」、「4.プライバシーガバナンスの重要
項目」及び「5.（参考）プライバシーリスク対応の考え
方」における事例が追加された。また、個人情報保護法
改正等をふまえた既存表現
の見直しもなされている。
　対象読者は、パーソナル
データを利活用した製品・
サービスを提供し、消費者
のプライバシーへの配慮を
迫られることが想定される
企業や、関連するベンダー
企業等の経営陣または経営
者へ提案できるポジション
にいる管理職等、データの
利活用や保護に係る事柄を
総合的に管理する部門の責
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（図）プライバシーガバナンスの重要項目

出典：「DX時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブックver1.2概要」（経済産業省など）より作成

1. 体制の構築
内部統制、プライバシー保護組織の設置、社外有識者と
の連携

2. 運用ルールの策定と周知 運用を徹底するためのルールを策定、組織内への周知

3. 企業内のプライバシーに係る文化の醸成
個々の従業員がプライバシー意識を持つよう企業文化を
醸成

4. 消費者とのコミュニケーション
組織の取り組みについて普及・広報、消費者と継続的に
コミュニケーション

5.  その他のステークホルダーとのコミュニ
ケーション

ビジネスパートナー、グループ企業等、投資家・株主、
行政機関、業界団体、従業員等とのコミュニケーション


